
Ｇ２０観光大臣会合推進会議 第２回幹事会 次第

日時：平成30年10月23日(火)15:00～15:30

場所：道庁本庁舎３階テレビ会議室

後志総合振興局２階テレビ会議室

開 会

挨 拶

議 題

１ Ｇ２０観光大臣会合推進事業計画（案）について

２ Ｇ２０観光大臣会合推進会議規約改正（案）について

３ その他

閉 会

【資 料】

資料１ ：Ｇ２０観光大臣会合推進事業計画（案）

資料２－１：Ｇ２０観光大臣会合に関する官民連携組織の規約改正について

資料２－２：Ｇ２０観光大臣会合実行委員会規約（案）



 

Ｇ２０観光大臣会合推進会議 第２回幹事会 出席者リスト 

 

○幹事 

所 属 職 名 氏 名 備考 

北海道 総合政策部長 小野塚 修一 幹事長 

北海道 観光振興監 本間 研一  

倶知安町 Ｇ２０観光大臣会合推進室長 土井 良起 後志会場 

北海道市長会 事務局長 吉澤 政昭  

北海道町村会  欠席 幹事長に表決を委任 

北海道経済連合会 常務理事 小林 良輔  

北海道経済同友会 常務理事／事務局長 寺澤 重成  

(社)北海道商工会議所連合会 常務理事 佐藤 季規  

北海道商工会連合会  欠席 幹事長に表決を委任 

(公社)北海道観光振興機構 常務理事／事務局長 黒田 秀徳  

北海道農業協同組合中央会 総合管理室長 中島 清浩  

ホクレン農業協同組合連合会  欠席 幹事長に表決を委任 

北海道漁業協同組合連合会 総務企画部長 中村 尚広  

北海道木材産業協同組合連合会 専務理事 萩原 祐一  

倶知安Ｇ２０観光大臣会合推進町民会議 事務局次長 土井 良起 後志会場 

後志町村会  欠席 幹事長に表決を委任 

後志観光連盟 事務局長 宮崎 克規 後志会場 

Ｇ２０ＭＴＭ学生サポーターズ 代表発起人 泉 潤徳  

     〃 事務局長 伊藤 耕作  

  

○オブザーバー  

所 属 職 名 氏 名  

北海道議会 事務局長 森田 良二  

後志町村議長会  欠席  

倶知安町議会 議会事務局次長 亀岡 直哉 代理 

北海道総合通信局 情報通信部長 梅澤 信司  

北海道経済産業局 国際課長 藤田 真理子 代理 

北海道開発局 開発調整課長補佐 向上 啓 代理 

北海道運輸局 観光部長 小松 重之  
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Ｇ２０観光大臣会合推進事業計画（案） 

 

１ 基本的な考え方について                         
 

北海道倶知安町で開催されるＧ２０観光大臣会合の成功に

向け、官民一体となったオール北海道としての受入体制を確立し、

支援・協力を行うとともに、大臣会合の機会を捉えて北海道の魅

力を国内外に広くアピールする。 

 

 

 

２ 事業の構成                                
  

実行委員会が主催する事業のほか、大臣会合の開催とあわせて企業や団体が実施する様々な事業

（連携事業）もＧ20観光大臣会合推進事業に位置付け、オール北海道で取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合の様子（APEC貿易担当大臣会合） 

連携事業 

気運醸成 

おもてなし 

地域ＰＲ 

道・倶知安町及び町民会議の負担金で事業を実施 

実行委員会主催事業 

開催支援 

民間を含めた様々な連携事業を募集する 

民間企業・関係団体の独自事業 

倶知安町・町民会議の独自事業 

北海道の独自事業 

寄附・協賛をもとにした推進事業 

（事業主体は実行委員会又は各種団体） 
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３ 実行委員会主催事業について                                

 

（１）開催支援 

  会合開催に係る受入体制の整備を行うとともに、会合の円滑な開催を支援する。 

   

○ 受入体制の整備  

空港・駅等での参加者への情報提供（通訳ボランティアの配置）、 

各国政府関係者の事前視察の支援 など 

○ 会合支援 

空港歓迎行事・政府主催レセプションの支援、海外向けＨＰ作成 など 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 通訳ボランティアガイド（APEC貿易担当大臣会合）         空港歓迎行事（太平洋島サミット） 

 

 

（２）気運醸成（広報・啓発活動） 

  会合の開催を幅広く道民に周知をして、開催気運の盛り上げを図る。 

 

○ 事前広報 

ポスターの公募・作成、パンフレット・リーフレットの作成  など 

○ 気運醸成イベント 

カウントダウンモニュメントの設置、講演会・シンポジウム等の開催 

学生サミットの開催、周辺市町村の環境美化活動の実施  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民の受入れ気運の醸成を図る「太平洋・島サミット

フォーラム in占冠」(太平洋島サミット) 

ポスター掲示と懸垂幕（APEC貿易担当大臣会合） 
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（３）おもてなし 

  会合で来道する各国の大臣等をオール北海道で歓迎する。 
 

○ 地元での歓迎行事 

地域主催歓迎レセプションの開催、リフレッシュイベント、VIP向け記念品贈呈 など 
 

 

 

 

 

 

 

        歓迎レセプション（APEC 貿易担当大臣会合）  会合会場でのリフレッシュイベント（APEC 貿易担当大臣会合） 

 

 

 

 

 

 
配偶者プログラムでのアイヌ文化体験        各国首脳と地域との交流事業（太平洋島サミット） 
（北海道洞爺湖サミット）  

 

（４）地域ＰＲ 

  会合に参加する各国の政府関係者、観光関係団体や報道関係者等に「食」や「観光」など本道の

様々な魅力を発信する。 
 

○ 会合参加者向けＰＲ事業 

エクスカーションの実施、プレスツアーの実施、情報発信ブースの設置 など 

○ 会合の開催に合わせたＰＲ事業 

食のＰＲイベントの実施、情報誌発行・英字新聞での特集 など 
 
 

 

 

 

 

 

プレスツアー（北海道洞爺湖サミット）     情報発信ブースの設置(APEC貿易担当大臣会合) 

 

 

 

 

 

 

 

  
関係者･報道機関に産業･観光･文化情報を発信する

ウェルカムパッケージ（APEC貿易担当大臣会合）  道産食の発信イベント（APEC貿易担当大臣会合） 
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【実行委員会事業に係る予算】  ※事業年度：事業計画の策定～2020年 3月 31日までの間 

 

＜支出の部＞   
区分  事業内容  予算額（千円） 

（１）推進費      

  開催支援 ①各国政府関係者等の直前視察への支援     18,950 

    ②空港、政府主催レセプションでの歓迎行事の実施   

    ③通訳ボランティアの配置、研修の実施   

    ④空港や駅へのインフォメーション機能の整備   

    ⑤現地スタッフ着用品、車輌通行証の作成・配付   

    ⑥ホームページの翻訳   

    ⑦開催報告書の作成 等   

  気運醸成 ①カウントダウンモニュメントの設置       6,822 

    ②300日前イベントの開催    

    ③政府関係者による講演会の開催    

    ④学生サミットの開催    

    ⑤道内イベントでのＰＲ（例：地域でのお祭りなど）   

    ⑥周辺市町村の環境美化活動の実施    

    ⑦ポスターの公募、作成    

    ⑧パンフレット・リーフレットの作成    

    ⑨横断幕、のぼりの作成 等   

  おもてなし ①歓迎レセプションの実施      16,057 

    ②歓迎レセプション（準備会合）の実施    

    ③地域との交流事業の実施    

    ④配偶者プログラムの実施    

    ⑤記念品の贈呈（各国ＶＩＰ） 等   

  地域ＰＲ ①エクスカーション（会合参加者向け視察ツアー）の実施     33,756 

  ②プレスツアーの実施   

  ③食と観光のＰＲイベントの実施   

    ④情報ブースの設置    

    ⑤地域の情報パンフレットの配布    

    ⑥情報誌の発行、英字新聞での特集 等   

（２）事務局運営費  15,415 

合計     91,000 
    
＜収入の部＞   
項目    予算額（千円） 

（１）北海道負担金     54,000 

（２）倶知安町及び倶知安Ｇ20観光大臣会合推進町民会議負担金     27,000 

（３）民間からの寄附・協賛     10,000※ 

※目標額 

合計      91,000 

  

【実施スケジュール】 

別紙「Ｇ２０観光大臣会合実行委員会主催事業 推進スケジュール」のとおり 
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４ 連携事業について                                

 

（１） 民間企業や関係団体による自らの企画力やノウハウを生かした独自事業 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）倶知安町、倶知安町 G20観光大臣会合町民会議、北海道が実施する独自事業 

 

（３）道民や民間企業等から広く寄附や協賛を募り、それを財源とした連携事業 

 

 

５ パートナー・スポンサーについて                                

 

連携事業を実施いただく企業・団体等の皆様を「パートナー」として、寄附をいただく企業・団体等の皆

様を「スポンサー」として登録し、それらのつながりを活用し、相乗効果を狙って推進事業を展開します。 

＜事業例＞ 

① 自社制作番組、冊子等での広報 

② G20観光大臣会合に関連したフェアやセミナーなどの企画、実施 

③ コラボデザイン商品の販売、提供 

④ 会合開催時の盛り上げイベントの実施 

⑤ ポスターや懸垂幕の掲示、リーフレット等の印刷協力 

⑥ 各種イベントの際の食材や資材の提供による協力 

     など 



Ｇ20観光大臣会合　　各種事業の推進スケジュール（案）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

①各国政府関係者等の直前視察への支援

②政府主催レセプション等での歓迎行事の実施

③通訳ボランティアの配置、研修の実施

④空港や駅へのインフォメーション機能の整備

⑤現地スタッフ着用品、車輌通行証の作成・配付

⑥ホームページの開設・運営

⑦開催報告書の作成

①カウントダウンモニュメントの設置

②100日前イベントの開催

③政府関係者による講演会の開催

④学生サミットの開催

⑤道内イベントでのＰＲ（例：地域でのお祭りなど）

⑥周辺市町村の環境美化活動の実施

⑦ポスターの公募、作成

⑧パンフレット・リーフレットの作成

⑨横断幕、のぼりの作成

おもてなし①歓迎レセプションの実施

②歓迎レセプション（準備会合）の実施

③地域との交流事業の実施

④配偶者プログラムの実施

⑤記念品の贈呈（各国ＶＩＰ）

①エクスカーション（参加者向け視察ツアー）の実施

②プレスツアーの実施

③食のＰＲイベントの実施

④情報ブースの設置

⑤地域の情報パンフレットの配布（代表団・プレス）

⑥情報誌の発行、英字新聞での特集

２０１９年度

官民連携組織

地域ＰＲ

２０１８年度

日　　程

開催支援

気運醸成

Tourism

Japan

Expo

ボランティア募集 → 活動準備 → 研修 →

各国事前視察対応

＜各種関連イベント＞

シンポジウム / 講演会 / 学生サミット

海外向けＨＰ作成（情報発信、宿泊手配、各種イベント告知）

道内イベントとのタイアップＰＲ（例：地域でのお祭りなど）

道民向けＰＲ媒体の作成（ポスターコンクール → 掲示 、 パンフ・リーフレット、 横断幕・バナー ）

＜おもてなし行事＞

歓迎レセプション

配偶者プログラム

記念品の贈呈

地元交流イベント

歓迎

レセプション

観光大臣会合

10/25～26

【検討中】

準備会合

5月～6月

エクスカーション エクスカーション

プレスツアー

（2月）

プレスツアー

（5～6月）
食のＰＲイベント

海外向け各種ＰＲ媒体 （地域情報パンフ作成、情報誌の発行、英字新聞特集記事）

報告書作成

実行委

立上げ

総会

実行委

総会

実行委

総会
実行委

総会

実行委

幹事会

実行委

幹事会

推進会議

幹事会

環境美化活動

情報ブースの

設置

資料１別紙

歓迎行事

ﾘﾌﾚｯｼｭｲﾍﾞﾝﾄ

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ設置

現地スタッフ着用品、車輌通行証

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ
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Ｇ20観光大臣会合に関する官民連携組織の規約改正について  
新 旧 摘要 

Ｇ２０観光大臣会合実行委員会 規約 （案） 
 

（名称） 
第１条 本会は、「Ｇ２０観光大臣会合実行委員
会」（以下「実行委員会」という。）と称する。  

（目的） 
第２条 実行委員会は、２０１９年に倶知安町で
開催されるＧ２０観光大臣会合（以下「大臣会

合」という。）の成功に向け、官民一体となった

受入体制を確立し、支援・協力を行うとともに、

大臣会合の機会を捉えて北海道の魅力を国

内外に広くアピールすることを目的として設置す

る。  
（実施内容） 
第３条 実行委員会は、前条の目的を達成する
ために、次に掲げる事業を行う。 
（１） 大臣会合開催に対する支援、協力及び受

入れに関すること。 
（２） 大臣会合に関連した広報・啓発などに関

すること。 
（３） 大臣会合関連事業の企画及び実施に関

すること。 
（４） 関係団体及び機関との連絡調整などに関

すること。 
（５） その他目的を達成するために必要な事業

に関すること。  
（組織） 
第４条 実行委員会は、別表１の委員及び顧問
をもって組織する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、実行委員
会に新たな委員又は顧問を参加させることがで

きる。  
（役員） 
第５条 会長は、北海道知事をもって充てる。 
２ 副会長は、倶知安町長をもって充てる。 
３ 監事は、北海道経済連合会会長をもって充て
る。  

（役員の職務） 
第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総
括する。 

Ｇ２０観光大臣会合推進会議 規約 
 

（名称） 
第１条 本会議は、「Ｇ２０観光大臣会合推進会
議」（以下「推進会議」という。）と称する。  

（目的） 
第２条 推進会議は、２０１９年に倶知安町で開
催されるＧ２０観光大臣会合（以下「大臣会合」

という。）の成功に向け、官民一体となった受入

体制を確立し、支援・協力を行うとともに、大臣

会合の機会を捉えて北海道の魅力を国内外に

広くアピールすることを目的として設置する。   
（活動内容） 
第３条 推進会議は、前条の目的を達成するため
に、次に掲げる活動を行う。 
（１） 大臣会合開催に対する支援、協力及び受

入れに関すること。 
（２） 大臣会合に関連した広報・啓発などに関

すること。 
（３） 大臣会合関連事業の企画に関すること。 
（４） 関係団体及び機関との連絡調整などに関

すること。 
（５） その他目的を達成するために必要な事業

に関すること。   
（組織） 
第４条 推進会議は、別表１の構成員及び顧問
をもって組織する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、推進会議
に新たな構成員又は顧問を参加させることがで

きる。  
（役員） 
第５条 会長は、北海道知事をもって充てる。 
２ 副会長は、倶知安町長をもって充てる。    
（役員の職務） 
第６条 会長は、推進会議を代表し、会務を総括
する。 

 

 

 

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 条を（活動内

容）から（実施内

容）に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成員を委員に

変更 

 

 

 

 

 

 

 

事業予算を持つ

ことから、役員に

監事を追加 
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２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時
は、その職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の会計を監査する。  
（顧問の職務） 
第７条 顧問は、実行委員会の運営に関し、意見
を述べることができる。  

（任期） 
第８条 役員及び顧問の任期は、実行委員会が
解散するまでとする。  

（総会） 
第９条 実行委員会の総会は、必要に応じて会
長が招集する。 

２ 総会は、次の事項を議決する。 
（１） 実行委員会の規約の制定及び改廃に関

すること 
（２） 事業計画及び予算に関すること 
（３） 決算に関すること 
（４） その他第２条の目的の達成に必要と認め

られること 
３ 総会の議案は、出席委員の過半数で決し、可
否同数の時は、会長の決するところによる。 

４ 委員が出席できないときは、当該委員が指名
する者がその職務を代理することができる。  

５ 総会には、必要に応じて委員以外の者の出席
を求めることができる。 

６ 会長は、総会の開会が困難な場合は、書面に
よって総会の議決に代えることができる。  

（幹事会） 
第１０条 実行委員会の円滑な運営に資するた
め、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、実行委員会の運営に関して、必要
な事項を協議する。 

３ 幹事会は、別表２の幹事、オブザーバーをもっ
て構成する。 

４ 幹事長は、北海道総合政策部長をもって充
て、幹事会を招集し、会務を総括する。 

５ オブザーバーは、実行委員会の運営に関し、
意見を述べることができる。 

６ 幹事会の議案は、出席幹事の過半数で決し、
可否同数の時は、幹事長の決するところによ

る。 
７ 幹事が出席できないときは、当該幹事が指名
する者がその職務を代理することができる。 

８ 幹事会には、必要に応じて幹事以外の者の出
２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時
は、その職務を代理する。   

（顧問の職務） 
第７条 顧問は、推進会議の運営に関し、意見を
述べることができる。  

（任期） 
第８条 役員及び顧問の任期は、推進会議が解
散するまでとする。  

（総会） 
第９条 推進会議の総会は、必要に応じて会長が
招集する。 

２ 総会は、次の事項を議決する。 
（１） 推進会議の規約の制定及び改廃に関す

ること 
（２） 事業実施方針及び実施体制に関すること 
（３） その他第２条の目的の達成に必要と認め

られること  
３ 総会の議案は、出席構成員の過半数で決し、
可否同数の時は、会長の決するところによる。 

４ 構成員が出席できないときは、当該構成員が
指名する者がその職務を代理することができ

る。 
５ 総会には、必要に応じて構成員以外の者の出
席を求めることができる。 

６ 会長は、総会の開会が困難な場合は、書面に
よって総会の議決に代えることができる。  

（幹事会） 
第１０条 推進会議の円滑な運営に資するため、
幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進会議の運営に関して、必要な
事項を協議する。 

３ 幹事会は、別表２の幹事、オブザーバーをもっ
て構成する。 

４ 幹事長は、北海道総合政策部長をもって充
て、幹事会を招集し、会務を総括する。 

５ オブザーバーは、推進会議の運営に関し、意
見を述べることができる。 

６ 幹事会の議案は、出席幹事の過半数で決し、
可否同数の時は、幹事長の決するところによ

る。 
７ 幹事が出席できないときは、当該幹事が指名
する者がその職務を代理することができる。 

８ 幹事会には、必要に応じて幹事以外の者の出
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席を求めることができる。 
９ 幹事長は、幹事会の開会が困難な場合は、
書面によって幹事会の議決に代えることができ

る。  
（部会） 
第１１条 会長は、実行委員会の目的達成のため
に必要があると認めるときは、部会を設置する

ことができる。 
２ 部会長は、会長が指名し、部会の会務を総括
する。 

３ 部会のメンバーは、部会長が選任する。  
（会長の専決処分） 
第１２条 会長は、総会の権限に属する事項で、
軽易なもの、又は総会を招集するいとまがない

ときには、その議決すべき事項を専決処分する

ことができる。  
（財務） 
第１３条 実行委員会の経費は、負担金、寄附金
及びその他の収入をもって充てる。 

２ 実行委員会の事業年度は、  年  月  日
から２０２０年３月３１日までの間とする。  
（事務局） 
第１４条 実行委員会の事務を処理するため、北
海道総合政策部に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が
別に定める。  

（解散） 
第１５条 実行委員会は、事業の目的を達成した
とき解散する。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産
は、総会議決を経て処分する。  

（補則） 
第１６条 この規約に定めるもののほか、実行委員
会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。  
附則 
この規約は、平成３０年６月２８日から施行する。  
附則 
この規約は、平成  年  月  日から施行する。 
 

席を求めることができる。 
９ 幹事長は、幹事会の開会が困難な場合は、
書面によって幹事会の議決に代えることができ

る。  
（部会） 
第１１条 会長は、推進会議の目的の達成のため
に必要があると認めるときは、部会を設置する

ことができる。 
２ 部会長は、会長が指名し、部会の会務を総括
する。 

３ 部会のメンバーは、部会長が選任する。  
（会長の専決処分） 
第１２条 会長は、総会の権限に属する事項で、
軽易なもの、又は総会を招集するいとまがない

ときには、その議決すべき事項を専決処分する

ことができる。        
（事務局） 
第１３条 推進会議の事務を処理するため、北海
道総合政策部に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が
別に定める。  

（解散） 
第１４条 推進会議は、事業の目的を達成したと
き解散する。    

（補則） 
第１５条 この規約に定めるもののほか、推進会
議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。  
附則 
この規約は、平成３０年６月２８日から施行する。 
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Ｇ２０観光大臣会合実行委員会 規約 （案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、「Ｇ２０観光大臣会合実行委員会」（以下「実行委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、２０１９年に倶知安町で開催されるＧ２０観光大臣会合（以下「大臣会合」

という。）の成功に向け、官民一体となった受入体制を確立し、支援・協力を行うとともに、大臣

会合の機会を捉えて北海道の魅力を国内外に広くアピールすることを目的として設置する。 

 

（実施内容） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１） 大臣会合開催に対する支援、協力及び受入れに関すること。 

（２） 大臣会合に関連した広報・啓発などに関すること。 

（３） 大臣会合関連事業の企画及び実施に関すること。 

（４） 関係団体及び機関との連絡調整などに関すること。 

（５） その他目的を達成するために必要な事業に関すること。 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、別表１の委員及び顧問をもって組織する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、実行委員会に新たな委員又は顧問を参加させることが

できる。 

 

（役員） 

第５条 会長は、北海道知事をもって充てる。 

２ 副会長は、倶知安町長をもって充てる。 

３ 監事は、北海道経済連合会会長をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の会計を監査する。 

 

（顧問の職務） 

第７条 顧問は、実行委員会の運営に関し、意見を述べることができる。 

 

（任期） 

第８条 役員及び顧問の任期は、実行委員会が解散するまでとする。 

 

（総会） 

第９条 実行委員会の総会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 総会は、次の事項を議決する。 

（１） 実行委員会の規約の制定及び改廃に関すること 

（２） 事業計画及び予算に関すること 

（３） 決算に関すること 

（４） その他第２条の目的の達成に必要と認められること 

３ 総会の議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。 
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４ 委員が出席できないときは、当該委員が指名する者がその職務を代理することができる。 

５ 総会には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

６ 会長は、総会の開会が困難な場合は、書面によって総会の議決に代えることができる。 

 

（幹事会） 

第１０条 実行委員会の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、実行委員会の運営に関して、必要な事項を協議する。 

３ 幹事会は、別表２の幹事、オブザーバーをもって構成する。 

４ 幹事長は、北海道総合政策部長をもって充て、幹事会を招集し、会務を総括する。 

５ オブザーバーは、実行委員会の運営に関し、意見を述べることができる。 

６ 幹事会の議案は、出席幹事の過半数で決し、可否同数の時は、幹事長の決するところによる。 

７ 幹事が出席できないときは、当該幹事が指名する者がその職務を代理することができる。 

８ 幹事会には、必要に応じて幹事以外の者の出席を求めることができる。 

９ 幹事長は、幹事会の開会が困難な場合は、書面によって幹事会の議決に代えることができる。 

 

（部会） 

第１１条 会長は、実行委員会の目的達成のために必要があると認めるときは、部会を設置する
ことができる。 

２ 部会長は、会長が指名し、部会の会務を総括する。 

３ 部会のメンバーは、部会長が選任する。 

 

（会長の専決処分） 

第１２条 会長は、総会の権限に属する事項で、軽易なもの、又は総会を招集するいとまがない

ときには、その議決すべき事項を専決処分することができる。 

 

（財務） 

第１３条 実行委員会の経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 実行委員会の事業年度は、  年  月  日から２０２０年３月３１日までの間とする。 

 

（事務局） 

第１４条 実行委員会の事務を処理するため、北海道総合政策部に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（解散） 

第１５条 実行委員会は、事業の目的を達成したとき解散する。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会議決を経て処分する。 

 

（補則） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年６月２８日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成  年  月  日から施行する。 
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（別表１） 

 

○委員 

所 属 職 名 備 考 

北海道 知事 会長 

倶知安町 町長 副会長 

北海道市長会 会長  

北海道町村会 会長  

北海道経済連合会 会長 監事 

北海道経済同友会 代表幹事  

(社)北海道商工会議所連合会 会頭  

北海道商工会連合会 会長  

(公社)北海道観光振興機構 会長  

北海道農業協同組合中央会 会長  

ホクレン農業協同組合連合会 会長  

北海道漁業協同組合連合会 会長  

北海道木材産業協同組合連合会 会長  

倶知安Ｇ２０観光大臣会合推進町民会議 会長  

後志町村会 会長  

後志観光連盟 会長  

Ｇ２０ＭＴＭ学生サポーターズ 代表発起人  

 

○顧問 

所 属 職 名 備 考 

北海道議会 議長  

後志町村議長会 会長  

倶知安町議会 議長  

北海道総合通信局 局長  

北海道経済産業局 局長  

北海道開発局 局長  

北海道運輸局 局長  
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（別表２） 

 

○幹事 

所 属 職 名 備 考 

北海道 総合政策部長 幹事長 

北海道 観光振興監  

倶知安町 Ｇ２０観光大臣会合推進室長  

北海道市長会 事務局長  

北海道町村会 事務局長  

北海道経済連合会 常務理事  

北海道経済同友会 常務理事／事務局長  

(社)北海道商工会議所連合会 常務理事  

北海道商工会連合会 常務理事／事務局長  

(公社)北海道観光振興機構 常務理事／事務局長  

北海道農業協同組合中央会 総合管理室長  

ホクレン農業協同組合連合会 経営企画部長  

北海道漁業協同組合連合会 総務企画部長  

北海道木材産業協同組合連合会 専務理事  

倶知安Ｇ２０観光大臣会合推進町民会議 事務局長  

後志町村会 事務局長  

後志観光連盟 事務局長  

Ｇ２０ＭＴＭ学生サポーターズ 事務局長  

 ○ 

○オブザーバー 

所 属 職 名 備 考 

北海道議会 事務局長  

後志町村議長会 事務局長  

倶知安町議会 事務局長  

北海道総合通信局 情報通信部長  

北海道経済産業局 総務企画部長  

北海道開発局 開発監理部次長  

北海道運輸局 観光部長  

 


